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１．１．これまでの経緯これまでの経緯 ＜＜道路の中期計画道路の中期計画の作成＞の作成＞

平
成
19
年

12月7日 「道路特定財源の見直しについて」政府・与党合意

○ 今後10年間を見据えた道路の中期計画を策定

○ 事業量は、59兆円を上回らない

11月13日「道路の中期計画（素案）」公表

＜６５兆円の計画を公表＞

国会での主な指摘

・ ５９兆円が過大
・ 個別路線の積み上げがなく、

根拠が曖昧
・ 高速道路だけでなく、生活道

路などの整備を重視すべき

平
成
20
年

関連法案について
国会での議論

5月13日 「道路特定財源等に関する基本方針」閣議決定

○ 道路の中期計画は５年とし、最新の需要推計などを
基礎に、新たな整備計画を策定する。

年内 「新たな中期計画（案）」の作成

9月19日～ 今後の道路行政についての意見・提案の募集 ○将来交通需要の見直し など

（対象：一般国民・地方公共団体）

社会資本整備重点計画の策定（閣議決定）

一体化
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２．意見・提案の概要２．意見・提案の概要

１．道路行政について改善すべき点

○道路整備の必要性・進め方に関すること

○無駄の排除

○地域の実情への対応に関すること

２．地域の抱える課題や道路施策として重点的に取り組むべき事項

○身近な道路の整備 （生活道路や歩道、バリアフリー化など）

○幹線道路の整備 （都市や拠点を結ぶ幹線、
通院・通学等の日常の暮らしを支える幹線など）

＜寄せられた意見・提案の概要＞

１． テーマ ： ①道路行政について改善すべき点
②地域の現状と抱える課題と目指すべき将来像
③道路施策として重点的に取り組むべき事項 ※自由回答方式

２． 期 間 ： ９月１９日から１０月下旬

３． 応募数 ： 一般の皆様（各種団体含む） ８４０件
都道府県知事・市町村長 １，８３８件 （全都道府県・市町村数１，８５６ の ９９％）

・ 必要な道路はきちんと説明して造るべき
・ 交通需要予測の精度向上

・不適切な支出は改めるべき
・道路の掘り返し
・他事業との連携不足で重複の無駄

約１,６９０件

約１,６４０件

約１,６１０件

約２２０件

約９３０件

＜意見数＞

＃数字は精査中

＜意見の例＞

・都市圏偏重で地方をおきざりにしている
・地域の実情にあった整備ができるように

約１,６９０件
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３．３．新たな道路の中期計画（案）の基本方針新たな道路の中期計画（案）の基本方針

１．新たな中期計画は、今後の「選択と集中の基本的な方向性を示す計画」とする。

２．他の社会資本整備と連携を図り、地域の社会資本として議論を進めるため、
計画期間を５年とし、社会資本整備重点計画と一体化を図る。

３．新たな中期計画を踏まえ、「生活に身近な道路施策」など地域のニーズを
勘案しつつ、地域における道路の位置づけや役割を議論し、地方版の計画を
まとめる。

４．道路事業・道路関係業務の執行に対する様々な指摘を踏まえ、徹底したコスト
縮減、無駄の徹底した排除に取り組む。

→ 道 路 特 定 財源 の 一 般財源化に際 し、 他の公 共事業 の計画 と同 様に 、計 画
内容を作る側の「事業費」から国民から見た「達成される成果」に転換。

注）計画期間：中期計画（素案）は１０年→
新たな中期計画は５年（社会資本整備重点計画と同じ）
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４．選択と集中の基本的方向性４．選択と集中の基本的方向性（これまでの意見や指摘と取り組み方針の関係）（これまでの意見や指摘と取り組み方針の関係）

＜ こ れ ま で の 意 見 や 指 摘 な ど ＞ ＜ 取 り 組 み 方 針 ＞

１）他の社会資本整備と連携を図り、地域の社会資本
として議論を進めるため、社会資本整備重点計画
と一体化を図る。

２）新たな中期計画を踏まえ、地域における道路の位
置づけや役割を重視して、地域の実情に即した、
地方版の計画を策定。

⇒個別の必要性は、地域において議論。

１）将来交通需要は、最新のデータ・知見等を踏まえ
算出。社会経済情勢等に大きな変化があれば、そ
の都度必要な見直しを実施。

２）最新の需要推計結果に基づき、事業評価を厳格
に実施。地域からの提案を反映させるなど、地域
特性を的確に評価する仕組を導入。

１）他の社会資本整備と連携を図り、地域の社会資本
として議論を進めるため、社会資本整備重点計画
と一体化を図る。

２）新たな中期計画を踏まえ、地域における道路の位
置づけや役割を重視して、地域の実情に即した、
地方版の計画を策定。

⇒個別の必要性は、地域において議論。

１）将来交通需要は、最新のデータ・知見等を踏まえ
算出。社会経済情勢等に大きな変化があれば、そ
の都度必要な見直しを実施。

２）最新の需要推計結果に基づき、事業評価を厳格
に実施。地域からの提案を反映させるなど、地域
特性を的確に評価する仕組を導入。

１．地域の実情を踏まえた計画策定と厳格な事業評価

・事業費（65兆円や59兆円）を確保するための計画
ではないかとの指摘があった。

・地域の産業立地、観光など振興策との関係が分
かりにくい。

・個別路線の積み上げがなく、根拠が曖昧。

・地方提案からは、地域の抱える課題や道路整備
状況に応じて、地域によって求める施策に相違が
あることが改めて明らかになった。

・事業費（65兆円や59兆円）を確保するための計画
ではないかとの指摘があった。

・地域の産業立地、観光など振興策との関係が分
かりにくい。

・個別路線の積み上げがなく、根拠が曖昧。

・地方提案からは、地域の抱える課題や道路整備
状況に応じて、地域によって求める施策に相違が
あることが改めて明らかになった。

・交通需要推計に最新のデータを使用すべき。

・近年の傾向を踏まえると、今後も交通量が増大す
るのはおかしい。

・費用便益手法にあたって、時間短縮便益を算定
するための人や車両の時間価値が高いのではな
いか。

・現行の手法は推計交通量をベースとした便益で
評価されているが、地域に与える影響や住民生活
の向上など多様な整備効果に対する評価は不十
分。【地方提案】

例） 地域の産業立地、観光振興策、命の道 など

＜厳格な事業評価＞

＜計画策定＞
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○生活に身近な道路施策（他の施策と一体として実施）

○国、地方を支える基幹ネットワークの効率的整備

○既存ストックの有効活用と予防保全による長寿命化

○生活に身近な道路施策（他の施策と一体として実施）

○国、地方を支える基幹ネットワークの効率的整備

○既存ストックの有効活用と予防保全による長寿命化

・地方提案では、高齢者、障害者、子供等が安心し
て道路を利用可能な歩道整備やバリアフリー化な
どの「身近な道路施策」と「高速ネットワークの整
備」が多かった。

・安全で円滑な冬期交通の確保や橋梁等の長寿命
化、補修予算の平準化等に向け、道路管理の充
実が必要。【地方提案】

・高速道路の料金引下げ等の自動車ユーザーの
満足を高める施策へ重点化すべき。

・「歩道や自転車通行帯の設置」や「車道幅の拡
幅・車線数増加」といった、安全・円滑化のため、
質の向上を求める声が多い。
【日本自動車連盟（ＪＡＦ）、日本自動車工業会】

・道路建設の優先順位の透明性を高くすべき。
【一般意見】

・地方提案では、高齢者、障害者、子供等が安心し
て道路を利用可能な歩道整備やバリアフリー化な
どの「身近な道路施策」と「高速ネットワークの整
備」が多かった。

・安全で円滑な冬期交通の確保や橋梁等の長寿命
化、補修予算の平準化等に向け、道路管理の充
実が必要。【地方提案】

・高速道路の料金引下げ等の自動車ユーザーの
満足を高める施策へ重点化すべき。

・「歩道や自転車通行帯の設置」や「車道幅の拡
幅・車線数増加」といった、安全・円滑化のため、
質の向上を求める声が多い。
【日本自動車連盟（ＪＡＦ）、日本自動車工業会】

・道路建設の優先順位の透明性を高くすべき。
【一般意見】

２．政策課題・投資の重点化

１）道路構造について

２）道路関係業務の執行に対する様々な指摘を踏ま
え、無駄の徹底した排除に取り組む

１）道路構造について

２）道路関係業務の執行に対する様々な指摘を踏ま
え、無駄の徹底した排除に取り組む

・無駄遣いを徹底して排除すべき。【一般意見】

・道路構造が過大である、などコストが高い。

・中山間地において道路は生活そのもの。１．５車

線道路などの発想で知恵を出し合い過疎化の歯

止めができる道路整備を。【地方提案】

・無駄遣いを徹底して排除すべき。【一般意見】

・道路構造が過大である、などコストが高い。

・中山間地において道路は生活そのもの。１．５車

線道路などの発想で知恵を出し合い過疎化の歯

止めができる道路整備を。【地方提案】

３．徹底したコスト縮減・無駄の徹底した排除

取り組む施策ごとに重点化の対象を限定

① 道路構造令の弾力的運用を徹底し、見直すべきは見
直す

② 計画的に当面現道の活用を含めて検討する

など計画上の大胆なコスト縮減を図る

＜ こ れ ま で の 意 見 や 指 摘 な ど ＞ ＜ 取 り 組 み 方 針 ＞

例） 高速道路の効果的な料金施策の実施や
スマートICの増設

例） 生活道路や歩道の整備、バリアフリー化など
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日常の暮らしや生活環境を改善するため、生活に身近な道路施策に重点

例） 生活道路や歩道の整備、バリアフリー化など

各施策ごとに重点化される対象
を明確化 など

（１）重点化例示－１ ＜生活に身近な道路施策の場合＞

５．重点化のイメージ５．重点化のイメージ

＜５年間で目指すべき成果目標＞

道路交通における死傷事故率

要対策の範囲は今後精査する。 6

＜交通事故対策の例＞

＜全体＞
全国の国道・都道府県道等

約 ７１ 万区間

約 １５ 万区間
<要対策>

全国の国道・都道府県道等
約 ７１ 万区間

全体

事故の発生割合が高い区間
約 １５ 万区間

要対策

※目標を達成するため、原則と
し て 、 < 要 対 策 > の 中 か ら
地域の実情を踏まえ各年度
の予算の中で事業を実施。

重点化



・ 交通需要推計や評価手法の見直しにより、現行のＢ／Ｃは２～３割程度小さくなることが予
想される

・ 救急医療、観光、地域活性化、企業立地、安全・安心な生活の確保など地域にもたらされ
る様々な効果についても、総合的に評価を実施

競争力の強化や地域活性化を図るため、高規格幹線道路をはじめとする

幹線道路ネットワークを効率的、重点的に整備

① 最新のデータに基づく、交通需要推計結果をもとに、見直しを行った評価手法を
用いて厳格な評価を行う。

（２）重点化例示－２ ＜基幹ネットワークの場合＞

② 評価結果を踏まえ、効果が少ないと判断される場合、現道の活用、徹底したコ
スト縮減を図るなど抜本的な見直しを行う。
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（10億台キロ／年）

（2005） （2030）

■：実績値（公表値）（出典：自動車輸送統計調査）

□：自動車輸送統計月報(H19.4～H20.3)の合計値（Ｈ１９）

◆：新たな推計値（比較ケース）

◇：新たな推計値（基本ケース）

（2020）

769

756
(0.98)

749 (0.97)

乗用車

貨物車

注）（　）書きは、2005年に対する伸び
率

527

519
(0.99)

512 (0.97)

242

237 (0.98)237
(0.98)

（1980）

783
(1.02)

758 (0.99)

539
(1.02)

515 (0.98)

244
(1.01)

243 (1.00)

全国交通量（走行台キロ）の実績値と推計値



■交通安全の向上
○交通事故対策
○通学路の歩道整備

■防災・減災対策
○耐震対策 ○防災・防雪対策
○安心な市街地形成

■道路環境対策
■生活環境の向上

○バリアフリー化 ○無電柱化

■既存ストックの効率的活用

■基幹ネットワークの強化

■生活幹線道路ネットワークの形成

■慢性的な渋滞への対策
○渋滞対策
○開かずの踏切等を除却する対策

暮らし・環境

活力

安全

（参考）計画において取り組む主な施策

既存ストックの有効
活用と予防保全によ
る長寿命化

生活に身近な
道路施策

ネットワーク整備

■安全・安心で計画的な道路管理
○橋梁等の修繕・更新 ○維持管理
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６．今後の進め方６．今後の進め方（地方から頂いた意見・提案の取扱いなど）（地方から頂いた意見・提案の取扱いなど）

■ 他の社会資本整備と連携を図り、地域の社会資本として議論を進めるため、社会資本整備重点
計画と一体化を図る。

■ 今回、地域から頂いた意見・提案は「地方計画」にも反映。

■ 新たな中期計画では、「選択と集中の基本的考え方」などを示し、地方版の計画では「地域の整
備方針」や「代表事例」などを示す。

社会資本整備
重点計画
（検討中）

国土形成計画

H20.7.4 閣議決定

＜全国計画＞

＜地方計画＞

地方ブロックの
社会資本の
重点整備方針

広域地方計画

参考

反映

地域からの
意見・提案 道路整備

交通安全施設等

鉄道整備

空港整備

港湾整備

都市公園

下水道

治水

急傾斜地崩壊対策

航路標識整備

海岸

新たな
中期計画

・選択と集中の基本的な考え方
・重点的に実施すべき施策と目標

地方版の計画

・地域の整備方針
・代表事例 など 10


